
１ 事業主に対する適正な届出指導
（１）新規適用事業所を対象とした説明会での届出指導
（２）算定基礎届の提出時に開催する事務説明会での適正な届出指導
（３）パンフレット及び広報誌を活用した制度の周知

２ 事業所調査の実施
（１）社会保険加入の届出漏れを防ぐため、事業所調査を毎年度４分の１以上の適用事業所に実施
（２）短時間労働者、派遣労働者等が多いと見込まれる適用事業所に対する調査の重点化
（３）都道府県労働局との連携強化による請負労働者、派遣労働者への重点的な調査

（平成１９年度～）

※１ 事業所調査の実施方法
小規模事業所は、複数の事業所を所定会場に呼び出し調査を実施。一定規模以上の事業

所は、対象事業所に臨場し調査を実施。
資格取得届出もれがないか、労働者名簿、賃金台帳、就業規則、出勤簿、源泉所得税領

収証書、会計帳簿等を照合して事実を確認する総合的な調査を行っている。

※２ 総合的な調査の実績
・社会保険調査官による事業所調査の体制 ５０１人（平成１７年度）
・社会保険全般に亘る総合的な調査件数 ３７６，８１８件（平成１７年度）
・被保険者資格取得届等についての指摘件数 １５９，６６４件（平成１７年度）

パート労働者に対する加入の徹底について
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※３ 確認の請求（厚生年金保険法第３１条）
被保険者となるべき者からの確認請求（情報提供）に基づき、事業所調査を実施
（平成１８年度から適用事業所の一覧表を社会保険事務所の窓口で閲覧できることとした。）

※４ 公共職業安定所からの情報提供（平成１７年度）
ハローワークの求人情報において、社会保険未加入の事業所について、情報提供を受け

て事業所調査を実施

３ 行動計画の策定（平成１９年度～）
社会保険事務局毎の取組み目標及び具体的な計画等策定し、適用の適正化を積極的に推進

４ 資格取得の届出漏れが判明した場合の対応
（１）適用の取扱い

届出漏れについては、確認可能な範囲で最大２年間遡及する。
・事業主に届出義務が課せられていることから、自主的な届出を指導
・届出を行わない事業主に対しては、職権による適用を実施（厚生年金保険法第１８条第２項）

（２）徴収の取扱い
① 適用された過去に遡って保険料を徴収。指定期限までに納付しない場合は、１４．６％の
延滞金を徴収（厚生年金保険法第８７条）

② 滞納保険料を納付しない場合は、国税徴収法を例により、差押え等の滞納処分を実施

（３）罰則
事業主が正当な理由がなく届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき、保険料を納付しない

ときは、６か月以下の懲役又は５０万円以下の罰金（厚生年金保険法第１０２条）
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未適用事業所に対する適用促進の流れ

1. 適用促進対象事業所の
選定

適用促進対象事業所

2. 文書による加入指導 ・適用促進対象事業所に対し加入勧奨状を送付。

3. 巡回説明

・定期的な登記申請書の閲覧等により新設法人を把握。
・雇用保険との適用事業所データの突合。

・社会保険労務士への委託等により巡回説明を行う。

・戸別訪問を行うほか、呼出、電話又は文書により、繰り返し指導を行う。
・原則として、従業員が一定規模以上の事業所から実施。

    16年度   17年度   18年度
   20人以上 → 15人以上 → 10人以上

※ 16年度から取組みを開始

5. 戸別訪問等による加入
指導

4. 呼出による加入指導

重点的な加入指導

6. 立入検査の実施

職権による適用

・事業所に立ち入り、被保険者資格等の確認を職権により行う。

・社会保険事務所へ呼び出し、加入指導を行う。
・原則として、従業員規模が５人以上の事業所から実施。

※ 17年度から取組みを開始

・原則として、従業員が一定規模以上の事業所から実施。
  17年度   18年度
 20人以上 → 15人以上

目視、窓口装置等
による確認

（参考１）
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納
入
告
知
書
発
送

滞
納
処
分
の
事
務
の
流
れ

２
０
日
頃
（
前
月
分
）

納
付
期
限

月
末
（
前
月
分
）

督
促
状
発
送

口
座
振
替
不
能
事
業
所
に
電
話

（
翌
月
）

電
話
連
絡

事
業
所
へ
臨
場

来
所
通
知
発
送

督
促
指
定
期
限

滞
納
処
分
が
可
能

領
収
、
納
付
受
託
、
納
付
計
画
策
定

納
入
約
束
、
来
所
指
示

領
収
、
納
付
受
託
、
納
付
計
画
策
定

銀
行
、
売
掛
金
等
調
査

財
産
調
査

差
押
予
告
通
知

領
収

、
納

付
受

託
、

納
付

誓
約

、
債

務
承

認

差
押
え
執
行

納
入

→
解

除
、

取
立

、
換

価
→

充
当

執
行
停
止

財
産
な
し

不
納
欠
損

※
納
入
計
画
が
策
定
で
き
な
い
事
業
所
や
約
束
不
履
行
の
事

業
所
に
対
し
、
預
金
残
高
や
売
掛
金
等
の
財
産
調
査
を
行
う

。

※
納
入
が
な
い
事
業
所
や
約
束
不
履
行
の
事
業
所
に
対
し
、
最

終
呼
び
出
し
を
行
う
。

※
納
入
が
な
い
事
業
所
や
約
束
不
履
行
の
事
業
所
に
対
し
、
財

産
の
差
押
え
を
行
い
、
債
権
の
確
保
を
図
る
。

※
差
し
押
さ
え
る
べ
き
財
産
が
な
い
場
合
等
は
、
滞
納
処
分
の

執
行
停
止
を
行
う
。
執
行
停
止
後
は
、
定
期
的
に
財
産
調
査

を
行
う
。

１
０
日
頃

２
０
日
頃

※
新
規
滞
納
事
業
所
に
対
し
、
電
話
等
に
よ
り
、
納
付
の
督
励

を
行
う
。

※
未
納
事
業
所
一
覧
等
を
作
成
し
、
未
納
事
業
所
を
把
握
す
る
。

※
事
業
所
の
過
去
の
状
況
等
も
勘
案
し
、
電
話
督
促
、
事
業
所

臨
場
、
来
所
通
知
送
付
等
の
検
討
を
行
う
。

※
呼
び
出
し
に
よ
り
事
業
主
と
面
談
し
、
滞
納
保
険
料
等
の
領

収
、
納
付
受
託
、
納
付
計
画
の
策
定
等
を
行
う
。

※
来
所
し
な
か
っ
た
事
業
所
に
、
電
話
に
よ
り
納
入
を
確
認
し
、

未
納
の
場
合
は
納
入
約
束
又
は
来
所
を
指
示
す
る
。

※
電
話
に
よ
り
連
絡
が
取
れ
な
か
っ
た
事
業
所
に
臨
場
し
、
事

業
主
等
と
直
接
面
談
の
う
え
滞
納
保
険
料
等
の
領
収
等
を
行

う
。

※
滞
納
処
分
の
執
行
停
止
後
、
保
険
料
等
の
納
付
義
務
の
時
効

が
成
立
し
た
場
合
等
は
、
不
納
欠
損
処
理
を
行
う
。

（
参

考
２

）
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（参考３）

○ 国税の追徴の取り扱いについて

（１）申告誤りの更正等
納税者が提出した納税申告書に記載された課税標準又は税額等の計算が税法の規定に従っ

てなかったときは、調査により更正等を行う。（所得税法第１５５条、法人税法第２４条）

（２）申告誤りの遡及範囲
原則として、更正等に係る国税の法定納期限から３年間を超えて遡及できない。
（国税通則法第７０条）

（注）① 納付すべき税額の減少又は還付金の増加の場合・・・５年
② 偽りその他不正の行為がある場合 ・・・７年

また、更正等により追加して納付すべき税額に加え、１０％の過少申告加算税等を納付し
なければならない。（国税通則法第６５条）

（注）仮装隠蔽がある場合には、３５％の重加算税が適用される。

（３）申告誤りに対する加算税
国税徴収法等の規定に従い、追加して納付すべき税額及び過少申告加算税等を徴収。追加

納付すべき税額については、法定納期限から納付までの期間に応じて延滞税（１４．６％、ただ

し納期限の翌日から２月を経過するまでの期間は７．３％）を徴収（国税通則法第６０条）
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パ
ー

ト
労

働
者

へ
の

厚
生

年
金

の
適

用
拡

大
に

関
す

る
平

成
１

６
年

改
正

時
の

経
緯

○
平

成
１

５
年

９
月

１
２

日

社
会

保
障

審
議

会
年

金
部

会
「

年
金

制
度

改
正

に
関

す
る

意
見

」

・
週

所
定

労
働

時
間

が
２

０
時

間
以

上
の

労
働

者
ま

で
適

用
を

拡
大

す
る

案
（
収
入
要
件
（
例
：
年
間
賃
金
６
５
万
円
以
上
）
を
併
用
す
べ
き
と
の
意
見
も
あ
っ
た
）

○
平

成
１

５
年

１
１

月
１

７
日

「
持

続
可

能
な

安
心

で
き

る
年

金
制

度
の

構
築

に
向

け
て

」
（

厚
生

労
働

省
案

）

・
週

所
定

労
働

時
間

が
２

０
時

間
以

上
の

労
働

者
ま

で
適

用
を

拡
大

す
る

案

○
平

成
１

６
年

２
月

４
日

与
党

年
金

制
度

改
革

協
議

会
「

平
成

１
６

年
年

金
制

度
改

革
に

つ
い

て
（

合
意

）
」

・
関

係
団

体
等

か
ら

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
経

て
、

法
案

に
「

施
行

後
５

年
を

目
途

と
し

て
、

総
合

的
に

検
討

が
加

え
ら

れ
、

そ
の

結
果

に
基

づ
き

、
必

要
な

措
置

が
講

ぜ
ら

れ
る

も
の

と
す

る
」

旨
の

検
討

規
定

を
置

く
こ

と
と

さ
れ

た
。

○
平

成
１

６
年

改
正

法

附
則

に
お

い
て

、
｢
施

行
後

５
年

を
目

途
と

し
て

、
総

合
的

に
検

討
が

加
え

ら
れ

、
そ

の
結

果
に

基
づ

き
、

必
要

な
措

置
が

講
ぜ

ら
れ

る
も

の
と

す
る

」
旨

の
検

討
規

定
が

置
か

れ
た

。
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各
種

政
府

報
告

等
(
抜

粋
)

○
「

社
会

保
障

の
在

り
方

懇
談

会
」

最
終

報
告

（
1
8
年

５
月

2
6
日

）
「

非
典

型
労

働
者

に
も

雇
用

者
と

し
て

の
社

会
保

険
の

担
い

手
の

役
割

を
付

与
す

る
と

と
も

に
、

雇
用

者
と

し
て

の
年

金
保

障
の

充
実

を
図

る
方

向
で

、
2
0
0
4

年
（

平
成

1
6
年

）
の

年
金

改
正

法
附

則
の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
検

討
を

急
ぐ

べ
き
で

あ
る

。
｣
｢
専

業
主

婦
（

第
３

号
被

保
険

者
）

へ
の

年
金

適
用

の
在

り
方

と
い

う
課

題
に

も
留

意
し

つ
つ

、
検

討
を

進
め

る
必

要
が

あ
る
。

」

○
「

再
チ

ャ
レ

ン
ジ

推
進

会
議

」
中

間
取

り
ま

と
め

（
1
8
年

５
月

3
0
日

）
「

パ
ー

ト
労

働
者

の
正

規
労

働
者

と
の

均
衡

あ
る

処
遇

や
、

社
会

保
険

の
適

用
拡

大
等

正
規

・
非

正
規

労
働

を
巡

る
問

題
に

対
処

す
る

た
め

の
法

的
な

整
備

等
の

取
り

組
み

を
進

め
る

･
･
･
」

○
「

新
し

い
少

子
化

対
策

に
つ

い
て

」
（

1
8
年

６
月

2
0
日

少
子

化
社

会
対

策
会

議
決

定
）

「
正

規
労

働
者

と
パ

ー
ト

労
働

者
と

の
間

の
均

衡
処

遇
を

確
保

す
る

た
め

に
法

的
な

整
備

を
含

め
施

策
の

強
化

を
図

る
と

と
も

に
、

社
会

保
険

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

へ
の

適
用

拡
大

を
検

討
す

る
。
」

○
「

経
済

財
政

運
営

と
構

造
改

革
に

関
す

る
基

本
方

針
2
0
0
6
」

（
1
8
年

７
月

７
日

閣
議

決
定

）
「

有
期

労
働

契
約

を
巡

る
ル

ー
ル

の
明

確
化

、
パ

ー
ト

労
働

者
へ

の
社

会
保

険
の

適
用

拡
大

や
均

衡
処

遇
の

推
進

等
の

問
題

に
対

処
す

る
た

め
の

法
的

整
備

等
や

均
衡

あ
る

能
力

開
発

等
の

取
組

を
進

め
、

正
規

・
非

正
規

労
働

者
間

の
均

衡
処

遇
を

目
指

す
」
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年
金

制
度

の
課

題
に

関
す

る
方

向
性

に
つ

い
て

（
抜

粋
）

平
成

１
８

年
１

１
月

１
４

日

与
党

年
金

制
度

改
革

協
議

会

年
金

制
度

の
課

題
に

関
し

、
次

の
と

お
り

共
通

の
認

識
を

得
た

。

２
．

短
時

間
労

働
者

に
対

す
る

社
会

保
険

適
用

拡
大

に
つ

い
て

（
１

）
短

時
間

労
働

者
に

対
す

る
社

会
保

険
適

用
の

取
扱

い
は

、
将

来
の

年
金

保
障

の
充

実
に

資
す

る
と

と
も

に
、

格
差

固
定

を
避

け
る

た
め

の
再

チ
ャ

レ

ン
ジ

政
策

推
進

の
観

点
か

ら
も

重
要

課
題

で
あ

り
、

早
期

に
具

体
的

な
方

向

付
け

を
行

う
必

要
が

あ
る

。

（
２

）
そ

の
た

め
、

週
労

働
時

間
の

ほ
か

、
勤

続
期

間
や

正
社

員
と

の
関

係
等

勤
務

実
態

を
踏

ま
え

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

（
３

）
ま

た
、

中
小

零
細

企
業

に
対

す
る

適
切

な
配

慮
を

行
う

と
と

も
に

、

激
変

緩
和

や
経

過
措

置
に

十
分

留
意

す
る

も
の

と
す

る
。

（
４

）
以

上
を

踏
ま

え
、

政
府

に
お

い
て

は
可

及
的

速
や

か
に

各
方

面
の

意
見

の
聴

取
と

整
理

に
努

め
ら

れ
た

い
。
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最
近

の
政

府
・

与
党

の
動

き

○
平

成
1
8
年

９
月

2
9
日

内
閣

総
理

大
臣

所
信

表
明

演
説

「
パ

ー
ト

労
働

者
へ

の
社

会
保

険
の

適
用

拡
大

な
ど

を
進

め
ま

す
。

」

○
平

成
1
8
年

1
0
月

2
日

衆
議

院
本

会
議

内
閣

総
理

大
臣

答
弁

「
パ

ー
ト

労
働

者
へ

の
社

会
保

険
の

適
用

拡
大

･
･
(
中

略
)
･
･
な

ど
正

規
・

非
正

規
労

働
者

間
の

均
衡

処
遇

の
実

現
に

向
け

、
法

的
整

備
を

含
め

た
検

討
に

し
っ

か
り

と
取

り
組

ん

で
ま

い
る

決
意

」

○
平

成
1
8
年

1
0
月

6
日

衆
議

院
予

算
委

員
会

内
閣

総
理

大
臣

答
弁

「
経

団
連

を
は

じ
め

財
界

の
団

体
の

方
々

に
も

、
こ

の
方

針
に

つ
い

て
は

ご
説

明
を

し
て

い
る

と
こ

ろ
｣
｢
も

ち
ろ

ん
そ

の
中

で
、

例
え

ば
、

勤
務

の
実

態
と

い
う

こ
と

に
つ

い
て

で
す

ね
、

あ
る

程
度

の
勤

続
の

期
間

、
ま

た
一

週
間

に
ど

れ
く

ら
い

の
仕

事
を

し
て

い

る
か

と
い

う
こ

と
は

、
こ

れ
は

基
本

的
に

実
態

と
し

て
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

○
平

成
1
8
年

1
0
月

2
6
日

参
議

院
厚

生
労

働
委

員
会

厚
生

労
働

大
臣

答
弁

「
こ

れ
ら

の
問

題
を

こ
れ

か
ら

し
っ

か
り

検
討

し
て

、
早

急
に

結
論

を
出

し
て

、
拡

大
と

い
う

基
本

方
向

に
沿

っ
た

具
体

案
で

実
現

を
い

た
し

た
い

」

○
平

成
1
8
年

1
1
月

1
4
日

与
党

年
金

制
度

改
革

協
議

会
合

意
文

書

○
平

成
1
8
年

1
1
月

3
0
日

経
済

財
政

諮
問

会
議

内
閣

総
理

大
臣

か
ら

厚
生

労
働

大
臣

へ
の

指
示

「
精

力
的

に
関

係
者

か
ら

の
意

見
聴

取
を

行
っ

た
上

で
、

来
年

の
通

常
国

会
へ

の
被

用

者
年

金
一

元
化

法
案

の
提

出
と

併
せ

、
実

現
で

き
る

よ
う

に
調

整
し

て
頂

き
た

い
。

」

○
平

成
1
8
年

1
2
月

1
2
日

参
議

院
厚

生
労

働
委

員
会

厚
生

労
働

大
臣

答
弁

「
様

々
な

論
点

に
つ

き
ま

し
て

、
で

き
る

だ
け

早
期

に
具

体
的

な
成

案
を

得
て

、
被

用

者
年

金
一

元
化

に
併

せ
て

、
次

期
通

常
国

会
に

法
案

が
提

出
で

き
る

よ
う

に
努

め
て

ま

い
り

た
い

」

○
平

成
1
8
年

1
2
月

2
7
日

第
１

回
「

パ
ー

ト
労

働
者

へ
の

厚
生

年
金

適
用

に
関

す
る

ワ
ー

キ
ン

グ

グ
ル

ー
プ

」

○
平

成
1
9
年

１
月

2
6
日

内
閣

総
理

大
臣

施
政

方
針

演
説

「
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

も
将

来
厚

生
年

金
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
、

社
会

保
険

の
適

用

を
拡

大
し

ま
す

。
」
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○
平
成

1
9
年

1
月

1
8
日

第
２

回
「

パ
ー

ト
労

働
者

の
厚

生
年

金
適

用
に

関
す

る
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

」

○
平
成

19
年

3月
6日

第
1
0
回

「
パ

ー
ト

労
働

者
の

厚
生

年
金

適
用

に
関

す
る

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
」

（
報

告
書

と
り

ま
と

め
、

年
金

部
会

に
報

告
）

○
平

成
1
9
年

3
月

1
3
日

自
民

党
年

金
委

員
会

・
厚

生
労

働
部

会
合

同
会

議

○
平

成
1
9
年

3
月

1
3
日

与
党

年
金

制
度

改
革

協
議

会

○
平

成
1
9
年

3
月

1
5
日

自
民

党
年

金
委

員
会

・
厚

生
労

働
部

会
合

同
会

議

（
団

体
ヒ

ア
リ

ン
グ

①
）

○
平

成
1
9
年

3
月

1
5
日

公
明

党
社

会
保

障
制

度
調

査
会

・
年

金
制

度
委

員
会

（
団

体
ヒ

ア
リ

ン
グ

）

○
平

成
1
9
年

3
月

1
6
日

自
民

党
年

金
委

員
会

・
厚

生
労

働
部

会
合

同
会

議

（
団

体
ヒ

ア
リ

ン
グ

②
）

○
平

成
1
9
年

3
月

2
0
日

自
民

党
年

金
委

員
会

・
厚

生
労

働
部

会
合

同
会

議

（
論

点
整

理
①

）

○
平

成
1
9
年

3
月

2
2
日

公
明

党
社

会
保

障
制

度
調

査
会

・
年

金
制

度
委

員
会

（
論

点
整

理
①

）

○
平

成
1
9
年

3
月

2
3
日

自
民

党
年

金
委

員
会

・
厚

生
労

働
部

会
合

同
会

議

（
論

点
整

理
②

）

○
平

成
1
9
年

3
月

2
7
日

自
民

党
年

金
委

員
会

・
厚

生
労

働
部

会
合

同
会

議

（
論

点
整

理
③

）

○
平

成
1
9
年

3
月

2
8
日

自
民

党
被

用
者

年
金

一
元

化
等

に
関

す
る

関
係

部
会

合
同

会
議

○
平

成
1
9
年

3
月

2
8
日

公
明

党
社

会
保

障
制

度
調

査
会

・
年

金
制

度
委

員
会

（
論

点
整

理
②

）

○
平

成
1
9
年

3
月

2
9
日

与
党

年
金

制
度

改
革

協
議

会

○
平

成
1
9
年

4
月

3
日

自
民

党
政

調
審

議
会

・
総

務
会

被
用

者
年

金
制

度
の

一
元

化
等

を
図

る
た

め
の

厚
生

年
金

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

案
（

一
元

化
法

案
）

了
承

○
平

成
1
9
年

4
月

3
日

公
明

党
政

務
調

査
会

全
体

会
議

一
元

化
法

案
了

承

○
平

成
1
9
年

4
月

1
3
日

一
元

化
法

案
閣

議
決

定

･･･

53




